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４．小委員会検討事項（生産性向上）

資料４



三 重 県
Mie Prefecture目 次

１．次期プランの構成

２．目指すべき姿（案）

３．取組内容（案）
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・ＩＣＴ研修による人材の育成
・

１．次期プランの構成 三 重 県
Mie Prefecture

取組方針（案） 取組施策（案） 取組内容（案） 取組指標（案）

担い手の確保
教育機関・建設業界
・行政の連携

生徒への魅力発信
・動機付け

U・Ｉターン人材へ
の働きかけ

建設現場における
生産性向上

施工管理の効率化・分業化

測量・設計・施工の効率化

週休２日制の定着

・学校（進路指導教諭）訪問等
・進路教諭と建設業の交流会
・

・出前授業・現場説明会等の開催
・多角的な広報活動
・資格の取得支援
・

・他部局連携によるＵ・Ｉターンの人材確保
・進路指導教諭との関係強化によるＵ・Ｉター
ンの人材確保
・

・建設DXの推進
・ICT活用工事の推進
・新技術の活用
・

・施工管理の社内分業化への支援
・施工管理の効率化を支援
・

・BIM/CIM活用、支援
・

・４週８休の定着
・市町発注工事における週休２日工事の定着
・民間発注工事への周知・促進
・

・適正な利潤の確保への適切な対応
・技術の継承と処遇改善
・福利厚生の充実
・

生産性の向上

労働環境の改善

適正な利潤の確保・人材
育成・福利厚生

ＩＣＴ人材の育成

次回以降
で議論

生産性向上小
委員会で主に
ご議論いただ
きたい部分
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安全で快適な労働環境の
実現

・施工現場の安全確保（事故防止の徹底）
・誰もが快適に働くことのできる現場環境の整備
・



三 重 県
Mie Prefecture
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２．目指すべき姿（案）「３つの取組方針」

【生産性の向上】【担い手の確保】

目指すべき姿

新卒者やＵ・Ｉターン人材の建設業界への
入職が定着している

目指すべき姿

土工工事においてＩＣＴが普段使いになっている

【労働環境の改善】

目指すべき姿

自分・家族の時間が大切にでき、安全で働きやすく、
将来に希望がもてる労働環境となっている。

時間外労働の削減



3．取組内容（案）

（１）建設現場における生産性向上

三 重 県
Mie Prefecture「取組方針 生産性の向上」

１）建設ＤＸの促進

• 建設ＤＸの取組を普及するため、受発注者・市町職員に対し
て促進説明会を開催

• 建設ＤＸの取組の参考となるよう、先進事例や活用事例を掲
載したガイドブックを作成

２）ＩＣＴ活用工事の推進

• ＩＣＴを活用した施工を拡大するため、発注者により３次元
測量及び３次元データの作成を実施し、受注者に３次元図面
データを提供

• 市町発注工事においても生産性向上を図るため、市町工事で
のＩＣＴ活用を支援

ICT建機による掘削・盛土

遠隔臨場

３）新技術の活用

• 小規模工事においても出来形管理作業が省人化、省力化で
きるよう汎用モバイル機器などの活用を推進

• あらゆるDXにより生産性向上を図るため、新技術の登場を
注視し、積極的に導入
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１）ＢＩＭ／ＣＩＭ活用、支援

１）ＩＣＴ研修による人材の育成

3．取組内容（案）

（３）測量・設計・施工の効率化

（２）ICT人材の育成

（他県事例）

三 重 県
Mie Prefecture「取組方針 生産性の向上」

• ＩＣＴ活用工事が社内人材で完結できるよう、
３次元データを活用できる人材を育成

• 迷う時間をなくし、より生産性を向上させる
ためＩＣＴ活用工事相談窓口を開設

• 事業の各プロセスの受注者が３次元モデルを
活用できるよう、受発注者間でＢＩＭ／ＣＩ
Ｍ成果を共有

• ＢＩＭ／ＣＩＭ成果を有効に使えるよう、Ｉ
ＣＴ施工に活用できる３次元測量データを提
供
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3．取組内容（案）

（１）週休２日制の定着

三 重 県
Mie Prefecture

１）４週８休の定着

２）市町発注工事における週休２日工事の定着

• 建設現場の４週８休を定着させるため、発注者指定型の工事発注
（月２回土日完全週休二日制）や適正な工期設定による工事発注を
実施

• 時間外労働規制、担い手確保等に対応するため、土日完全週休二日
制工事を導入検討

• 現場閉所困難現場への対応として、交代制工事を導入・実施

• 市町発注工事の４週８休の定着のため、発注者協議会三重県部会に
おいて市町の取組が加速するよう啓発や必要な支援を実施

３）民間発注工事への周知・促進

• 建築確認審査機関等に対し、民間企業（建築確認申請者）の適正な
工期設定、週休２日の確保、時間外労働時間の削減等の周知を依頼

• 労働局との連携し、時間外労働の上限規制適用を周知 三重労働局より建築確認の許可権限者に
建築確認申請者への周知を依頼（R5.6）

「取組方針 労働環境の改善」
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２）施工管理の効率化を支援

3．取組内容（案） 三 重 県
Mie Prefecture

１）施工管理の社内分業化への支援

（２）施工管理の効率化・分業化

• 施工管理を効率化・分業化し、労働時間を短縮するため
に建設ディレクター制度の導入を支援

「取組方針 労働環境の改善」

• 工事帳票処理の迅速化、整理作業の軽減を図るため、県発
注工事においてＡＳＰ活用を推進

• 施工管理の効率化を図るため、県発注工事において遠隔臨
場活用を推進

• 市町発注工事においても効率化を図るため、ＡＳＰ及び遠
隔臨場の導入を支援

• 書類作成作業を効率化するため、工事帳票の標準化を推進

• 現場での疑問を解消するため、契約後速やかに設計図書に
関する情報を共有するデータシェアリングを推進

発注者 受注者

情報共有の
円滑化

A S P
工事帳票の
・処理の迅速化
・整理作業の軽減

8



２）誰もが快適に働くことができる現場環境の整備

3．取組内容（案） 三 重 県
Mie Prefecture

１）施工現場の安全確保（事故防止の徹底）

（３）安全で快適な労働環境の実現

• 従業員の安全を守り、建設業のイメージを向上するため
に、現場での事故を防止する取組を強化

「取組方針 労働環境の改善」

• 女性等が建設現場で心身共に快適に働くことができる職場
環境の整備
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3．取組内容（案） 三 重 県
Mie Prefecture

１）適正な利潤の確保への適切な対応

「取組方針 労働環境の改善」

２）技術の継承と処遇改善

３）福利厚生の充実

• 建設資材などの設計単価を早期改定し、適正な予定価格の設定
• 適切な設計変更の実施
• 適正な工期の確保
• 安定経営に向けた適正利潤の確保

• 若手の育成や定着のために、建設企業が実施する人材育成や福利厚生等の取組を支援する。
（キャリアパスの策定、資格取得等のキャリアアップのための支援、福利厚生の充実、ハラスメ

ント研修の開催）

• 技術の継承のため、現場代理人等の技術者に若手の配置
を促す工事の実施

• 技能者の就業履歴の蓄積による能力の評価、技能や経験
を反映した処遇の改善のため、ＣＣＵＳ活用工事の一層
の推進
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（４）適正な利潤の確保・人材育成・福利厚生



3．取組内容（案）

１）学校（進路指導教諭）訪問等

（１）教育機関・建設業界・行政との連携

建設業界と一体となった学校訪問

三 重 県
Mie Prefecture

２）進路教諭と建設企業の交流会

• 学校、建設業界及び行政の関係性を構築、強化するため、
各学校の進路指導教諭等の定期的訪問を実施

• 学校訪問等により各学校の進路状況や進路ガイダンス等の
情報を収集し、建設業の魅力発信機会の創出

• 進路指導教諭への建設業の理解を促進させるため、教員と建
設企業との交流会を開催

• 工業高校と地域の建設業の実情に精通した外部人材との連携
強化（又は、地域の建設業に関する情報提供の実施）

「取組方針 担い手の確保」

教員と企業との交流会
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3．取組内容（案）

１）出前授業・現場見学会等の開催

（２）生徒への魅力発信・動機付け

三 重 県
Mie Prefecture

３）資格の取得支援
• 生徒に建設業への入職を早期に動機づけるため、高校在学中に

建設業に係る資格の取得を支援（人材支援・金銭支援）を実施

２）多角的な広報活動

• 建設業を知ってもらうための多種多様な広報活動の実
施（動画・冊子・掲示場所・写真展）

• 新しい情報を速やかに伝えるため、ＳＮＳによる魅力
発信

• より多くの生徒や親に建設業の取組を届けるため、各
学校の実施する情報発信との連携（ＨＰ、ＳＮＳ、部
活連携）

• 中高生より下の世代や保護者への魅力発信の実施

三重高（ＨＰ）
ＳＮＳ

「取組方針 担い手の確保」

• 建設業に触れる機会を創出し、生徒へ建
設業の魅力を発信するために出前授業・
現場見学会等を開催

• より多くの生徒に対して建設業に触れる
機会を創出するために、好事例を他校に
水平展開

• 生徒に建設業の魅力がより伝わるよう、
企画段階から生徒が関わる魅力発信取組
を実施

出前授業（探究の時間）三重高 出前授業（探究の時間）桑名西高

水平展開

12



3．取組内容（案）

（３）U・Iターン人材への働きかけ

三 重 県
Mie Prefecture「取組方針 担い手の確保」

１）他部局連携によるＵ・Ｉターン人材確保

• 他部局の就職イベント等に建設企業が参加できるように、他部局と
連携・調整

• Ｕ・Iターン受入会社のリストを作成し、他部局と情報共有する

• U・I ターンを希望する人材への建設業の魅力発信

２）進路指導教諭との関係強化によるＵ・Ｉターン人材の確保

• U・Iターン人材の再就職を支援するために、高校（進路指導教諭）、業界、行政が情報共有を
強化するなど、U・Iターン人材が再就職しやすい環境を整える。
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